
雇用保険を受給できない求職者の方などが職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための
制度です。民間教育訓練機関は厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。
★受講者は無料で訓練を受けられます。（テキスト代等は除く）
また、一定要件を満たせば、訓練期間中、職業訓練受講給付金の支給を受けられます。

★訓練実施機関は訓練が適切に行われた場合、奨励金の支給を受けられます。

求職者支援訓練とは？
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・訓練内容や申請書類についての相談
・認定申請時の説明会の開催
・訓練運営や受講者指導のノウハウに
関する講習の実施 など

・貴社の特徴にあわせて訓練コースを
設定できます。
・人材、施設を有効活用できます。
・訓練にあわせて各種奨励金が用意
されています。

修了生の就職企業から
感謝の声をいただき、
訓練を実施して良かったと
実感しました。

講師のスキルを活かし、
事業拡大ができました。

空き教室や設備を
有効に活用すること
ができました。

600この制度を利用して、全国約 の民間教育訓練機関が訓練を実施しています。

※令和元年度実績

ハロートレーニングとは、公的職業訓練（雇用保険を受給している求職者の方を主な対象とする「公共職業訓練」と、雇用保険を受給できない求職者の方を主な対象とする「求職
者支援訓練」の愛称です）
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訓練の実施に当たって必要なものは？
☑過去３年間以内に実施した同期間及び同時間程度の訓練実績
☑講師・訓練責任者・就職支援責任者（能開法第30条の３に規定するキャリア
コンサルタント等の資格者※有資格者ではない場合、キャリアコンサルティン
グ実施担当者を別に配置すること。）・苦情処理者・事務担当者の配置

☑職業訓練サービスガイドライン研修受講またはISO２９９９０
の取得

☑訓練を実施する十分な広さの教室
☑事務室又は書庫、男女別のトイレが整備されている
等といった認定基準を満たしていることが必要。

認定申請の相談

訓練内容の検討・申請書類の準備

申請書類の提出

申請書類の審査・補正

訓練の認定

受講者の募集

受講者の選考

訓練実施

約
１
カ
月

約
２
カ
月

訓練を実施するまでの流れは？

審査結果や都道府県内での認定申請
状況などによっては、認定されない場
合もあります。

ハローワーク等へのコース案内の配布、
受講希望者向けの説明会の開催などを
実施してください。

都道府県ごとに申請受付期間が決
まっています。 決まり次第、機構支部
のHP等にスケジュールが掲載されま
す。

認定申請書を作成し、受付期間内に
提出してください。

訓練実施奨励金とは？

訓練実施機関は、都道府県労働局から受講者数や就職率に応じた訓練実施奨励金の支給が受けられま
す。詳しくは都道府県労働局にお問い合わせください。
①基本奨励金
・基礎コース６万円×受講者数×月 ・実践コース５万円×受講者数×月
②付加奨励金（実践コースのみ）
修了者等の雇用保険適用就職率に応じた額
・35～59％ １万円×受講者数×月 ・60％以上 ２万円×受講者数×月

③保育奨励金（託児サービス支援付きの訓練を実施した場合）
児童１名当たり６万６千円を上限とした実費

貴社のトレーニング力を活かして、
早期就職を目指す求職者のスキルアップのサポートをしませんか？

求職者支援訓練のご案内
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修了後に想定する職業・職種により、訓練分野を設定します。（基礎コース・実践コース共通）

訓練分野 想定する職業・職種
（例）

訓練分野 想定する職業・職種
（例）

介護・医療・福祉分野 訪問介護職、
施設介護員

営業・販売・事務
分野

経理事務員、
小売店販売員

IT分野 Javaプログラマー、社
内システムエンジニア

デザイン分野 Webデザイナー、
Webクリエイター

医療事務分野 医療事務員 理容・美容関連
分野

エステティシャン、
ネイリスト

※訓練分野は一例です

基礎コース（２～４カ月） 実践コース（３～６カ月※１）

社会人スキルを身につける職業能力開
発講習※２の設定

職業能力開発講習の設定は不可

職業スキル（学科・実技） 職業スキル（学科・実技）

職場見学・職場体験・職業人講話 職場見学・職場体験・職業人講話

企業実習※任意設定 企業実習※任意設定

就職支援（個別相談等） 就職支援（個別相談等）

※１ 安定的な就職に有効な資格を取得できる特定のコースについては、２カ月の設定ができます。
※２ 職業能力開発講習とは、最初の1カ月目に社会人としてのビジネスマナーやコミュニケーション能力等を身につけるための訓練です。

就職に関する基礎的
な知識や技能を習得
する訓練コース

特定の職種に必要な
基礎的・実践的な技能等
を習得する訓練コース

★１日の訓練時間は５～６時間、１カ月100時間以上の訓練時間数を設定する必要があります。
★託児サービス支援付きの訓練や、家族の介護や在職中（アルバイト等不安定就労者）等特別
な配慮を必要とする方を対象とした短時間訓練（１日の訓練時間は３～６時間、１カ月80時間
以上）といった、訓練実施機関の特徴に合わせたコース設定ができます。

訓
練
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

訓練の種類について知りたい！
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広島支部の現状

◎受講者数の変化
・平成31年4月～10月開講コース
定員303人のうち受講者154人
→開講コース 定員充足率約51％（中止コース4件）
・令和2年4月～10月開講コース
定員271人のうち受講者201人
→開講コース 定員充足率約74% （中止コース6件）

◎求職者支援訓練認定申請受付
認定申請の受付は毎月ごとに行っています。申請に必要な条件は
【リーフレット２ｐ、question１】を参照の上、広島支部HPリンク先から
認定申請受付スケジュールをご覧ください。
https://www.jeed.or.jp/location/shibu/hiroshima/kikan.html （当機構広島支部ホームページ）

昨年度より
増加傾向
にあります。

【関連情報】
◎求職者支援制度の紹介
落語家の三遊亭円楽師匠が求職者支援制度について動画
で紹介しています。

https://www.jeed.or.jp/js/shien/shiro.html（当機構ホームページ）

◎求職者支援訓練の認定基準等
求職者支援訓練の適正な実施に当たり、訓練実施に係る運
営体制、施設の設備、講師の要件等が定められています。

https：//www.jeed.or.jp/js/shien/shinsei.html （当機構ホームページ）

〒730-0825
広島県広島市中区光南5-2-65

☎ 082－248－1346

✉hiroshima-qsyoku@jeed.or.jp


